
中間貯蔵・環境安全事業株式会社法の
施行状況に関する取りまとめ

（2022年8月25日版）

～資料編～
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本報告書のとりまとめにおける有識者への意見聴取について

１．中央環境審議会循環型社会部会における報告

２．有識者ヒアリング

①目的
国やJESCOの中間貯蔵施設事業の取組・進捗状況の評価や課題・今後の方向性に

ついて、事業に関する各専門的見地からのご意見を伺うことで、報告書のとりまと
めに当たっての検討の参考とすることを目的として、2022年７月～８月に実施。

②ヒアリングを実施した有識者
・国立大学法人 京都大学大学院 地球環境学堂 教授 勝見 武
・国立大学法人 長崎大学 原爆後障害医療研究所

国際保健医療福祉学研究分野 教授 高村 昇
・東京大学大学院工学系研究科 教授 羽藤 英二

報告日 議題（報告事項）

2022年４月５日 平成26年JESCO法改正に係る施行状況の点検の
進め方について（中間貯蔵施設事業関係）

同年８月25日 平成26年JESCO法改正に係る施行状況の点検の
結果について（中間貯蔵施設事業関係）



1.中間貯蔵施設事業の経緯
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時期 内容

2011年10月

環境省が中間貯蔵施設等の基本的考え方（ロードマップ）を策定・公表。
※ロードマップの主な内容
・ 中間貯蔵施設の確保及び維持管理は国が行う
・ 仮置場の本格搬入開始から３年程度（2015年１月）を目途として
施設の供用を開始するよう政府として最大限の努力を行う
・ 福島県内の土壌・廃棄物のみを貯蔵対象とする
・ 中間貯蔵開始後３０年以内に、福島県外で最終処分を完了する

11月 特措法第７条に基づく基本方針の閣議決定。

2012年3月
福島県及び双葉郡８町村に対し、３町（大熊町・双葉町・楢葉町）に分散設置する考えを説明。８月に調査について説

明し、検討を要請。

11月 地元への丁寧な説明等を条件として、福島県知事が調査の受入表明。

2013年4月～ 地元の理解を得て、現地調査（ボーリング調査等）開始。

6月～ 環境省の安全対策検討会、環境保全対策検討会における検討。

12月
福島県及び大熊町・双葉町・楢葉町に中間貯蔵施設の受入を要請。

（同時にエコテッククリーンセンターの活用を富岡町・楢葉町に要請）

12月～ 環境省の除去土壌等の輸送に係る検討会における検討。

2月～3月
2月に、福島県知事から国に、中間貯蔵施設の大熊・双葉両町への集約等について申
入れ、３月に国が両町に集約すること等を回答。

2014年5～6月
住民説明会を開催(全１６回 (福島県内１０回、県外６回))。

7月～8月 福島県及び大熊町・双葉町に対し、住民説明会の意見等を踏まえた国の考え方の全体像を提示。

9月
福島県知事から、中間貯蔵施設の建設受入れを容認する旨、両町長は知事の考えを重く受け止め、地権者への説明を了

承する旨を国に伝達。同時に県から搬入受入れまでに５項目について確認を求められた。 4

中間貯蔵施設に係る経緯①



時期 内容

9月～10月 地権者説明会を開催(全１２回(福島県内９回、県外３回))。

10月～11月 県外最終処分の法制化等に対応する｢日本環境安全事業株式会社法(JESCO法)｣の改正案を１０月に閣議決定し、

国会提出。

１１月成立、１２月施行。

11月～1月 関係機関からなる輸送連絡調整会議での調整を経て、１１月に輸送基本計画、２０１５年１月に輸送実施計画

を取りまとめ。

12月～1月 大熊町・双葉町が、中間貯蔵施設の建設受入れを容認。

2015年1月

中間貯蔵施設への搬入開始見通しについて公表。

「順調に進めば、２月早々にも保管場の整備工事に着手し、福島県からの５項目の確認事項が確認された場合

には、東日本大震災から５年目を迎えるまでには、パイロット輸送による土壌等の搬入が開始できるよう全力

で取り組む」

2月8日 福島県に対し、搬入開始に当たって確認が必要な５項目に係る取組状況等を説明。

2月25日 福島県知事・両町長から、搬入を受入れる旨伝達。両町長から搬入開始を３月１２日以降にすること等の申入

れ。

福島県、大熊町・双葉町、環境省の間で、中間貯蔵施設の周辺地域の安全確保等に関する協定を締結。

2月27日 ３月１３日から搬入を開始すること、３月１８日～２４日は保管場の整備工事及び搬入を一時停止することを

公表。

3月～ ３月１３日に大熊町、２５日に双葉町の仮置場から搬入を開始。以降、順次搬入実施。
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中間貯蔵施設に係る経緯②
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中間貯蔵施設に係る経緯③

時期 内容

2016年11月 大熊町・双葉町において受入・分別施設、土壌貯蔵施設の整備に着工。

2017年6月 受入・分別施設で除去土壌の分別処理の開始。

10月 土壌貯蔵施設への土壌の貯蔵を開始

2019年1月 中間貯蔵工事情報センターが開館

2020年3月 中間貯蔵施設における除去土壌と廃棄物の処理・貯蔵の全工程で運転を開始

2022年３月

福島県内に仮置きされている除去土壌等（帰還困難区域のものを除く）について、令和３年度末までの中間貯

蔵施設への概ね搬入完了という目標を達成。引き続き、特定復興再生拠点区域等で発生した除去土壌等の搬入

を進める。
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主要な論点と政府の対応方針①
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主要な論点と政府の対応方針②
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中間貯蔵施設の周辺地域の安全確保等に関する協定書の概要



2.中間貯蔵施設事業の概要
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中間貯蔵施設 位置図

福島
第一
原発

福島
第二
原発
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当面の施設整備 イメージ図
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主な施設の配置
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除去土壌の分別処理と貯蔵のイメージ
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中間貯蔵施設に係る「当面５年間の見通し」①

平成28年3月 環境省

○用地取得や施設整備に全力を尽くすことにより、
「復興・創生期間」の最終年であり、復興五輪と位置づけられる2020年

東京オリンピック・パラリンピックが開催される平成32年度までに、500万
～1250万ｍ³程度の除染土壌等を搬入できる見通し。これにより、

①少なくとも、身近な場所にある除染土壌等（注１）に相当する量の
中間貯蔵施設への搬入を目指す。
（注１）住宅、学校などにおける現場保管量約180万m³（平成27年12月31日時点の実績値）

②さらに、用地取得等を最大限進め、幹線道路沿いにある除染
土壌等（注２）に相当する量の中間貯蔵施設への搬入を目指す。
（注２）高速道路沿道から500m／国道・県道沿道から100m以内の仮置場の保管量約300万～500万m³

（推計値）

※ 実際に、どの仮置場等から順番に搬出するかは各市町村の判断による。
※ 本見通しは、中間貯蔵事業の進捗状況を踏まえ、必要に応じて随時見直しを行う。
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中間貯蔵施設に係る「当面５年間の見通し」②



中間貯蔵施設に係る「当面５年間の見通し」③
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（単位：億円）

事業／年度
2011年度
支出済額
（A)

2012年度
支出済額
（B)

2013年度
支出済額
（C)

2014年度
支出済額
（D)

2015年度
支出済額
（E)

2016年度
支出済額
（F)

2017年度
支出済額
（G)

2018年度
支出済額
（H)

2019年度
支出済額
（I)

2020年度
支出済額
（J)※1

2021年度
予算現額
(K)※2

累計額
(A)～(K)

※3

うち累計
支出済額
（A)~
（J)

中間貯蔵施設 7 19 7 106 188 788 1,254 1,900 3,198 2,902 1,804 12,173 10,369

※１ 支出済額は、当該年度に予算措置した金額に対する累計執行額（計上年度別）で整理しており、当該年度の支出実績である「決算額」とは異
なる。

※２ 2021年度予算現額は、2021年度当初予算（2,848億円）に補正予算（▲353億円）、2020年度からの繰越額（188億円）を加えた金額。

※３ 四捨五入により計数が合わないことがある。

18

中間貯蔵施設関連の予算等の推移

（単位：百万円）

事業／年度
2014年度
支出済額
（A)

2015年度
支出済額
（B)

2016年度
支出済額
（C)

2017年度
支出済額
（D)

2018年度
支出済額
（E)

2019年度
支出済額
（F)

2020年度
支出済額
（G)

2021年度
支出済額
(H)※

累計
支出済額
(A)～(H)

委託費 169 1,517 4,730 6,784 11,449 11,686 11,698 10,079 58,112

出資金

資本金 3,000 3,000 3,000 5,024 5,024 5,024 5,024 5,024

利益剰余金 -33 -135 -94 -120 -176 -217 -287 -346

純資産 2,967 2,865 2,906 4,904 4,848 4,807 4,737 4,678

※ 再報告前額

② JESCOにおける中間貯蔵事業の予算等の推移

① 国における中間貯蔵施設事業の予算等の推移
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JESCOの組織図

令和4年4月1日現在

※赤枠は主に中間貯蔵施設事業の関連のある部署



3.中間貯蔵施設の整備等

（1）中間貯蔵施設の用地取得
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中間貯蔵施設用地の状況について
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（参考）地権者の状況について

2022年3月末時点
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中間貯蔵施設に係る用地取得の推移

契約件数（2015（平成27）年3月～2022（令和4）年3月）

契約面積（2015（平成27）年3月～2022（令和4）年3月）
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中間貯蔵施設にかかる地権者説明の加速化プラン（平成27年11月20日公表）



3.中間貯蔵施設の整備等

（2）中間貯蔵施設の構造及び配置等について
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福島県内の特定廃棄物及び除染に伴う廃棄物等の処理フロー

国直轄除染及び市町村除染で発生した

・土壌

・廃棄物（刈り取った草木、雨樋の堆積物等）

除染

国が処理責任を負っている特定廃棄物

・指定廃棄物（8,000Bq/kg超えの廃棄物）

・対策地域内廃棄物
（避難指示区域の解体家屋、津波がれき等）

廃棄物処理

中間貯蔵施設

［大熊町、双葉町］

特定廃棄物埋立処分施設

＜帰還困難区域外の特定廃棄物等＞
・旧フクシマエコテッククリーンセンター [富岡町]

（民間の産業廃棄物埋立処分場を国有化）※1

＜帰還困難区域内の特定廃棄物等※2 ＞
・クリーンセンターふたば【予定】［大熊町］

（双葉地方広域市町村圏組合の埋立処分場）

可能な限り減容・再生利用を行った上で、
中間貯蔵開始後30年以内に福島県外で最終処分

可能な限り減容化 可能な限り減容化

10万Bq/kg超え

10万Bq/kg以下

※1 搬入路は隣接する楢葉町側にある
※2 特定復興再生拠点区域内のもの
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受入・分別施設及び土壌貯蔵施設の概要

（2022年３月末時点）
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土壌貯蔵施設等（大熊①工区）の状況

●貯蔵量 約 １０１．８万㎥

※運搬した除去土壌の重量から推計した容積(輸送量ベース)

（2022年3月31日時点）



（2022年３月末時点）

●貯蔵量 約 ２８３．０万㎥
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土壌貯蔵施設等（大熊②工区）の状況

●貯蔵量 約 ２８３．０万㎥

※運搬した除去土壌の重量から推計した容積(輸送量ベース)

（2022年3月31日時点）



（2022年３月末時点）

●貯蔵量 約 １２７．１万㎥
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土壌貯蔵施設等（大熊③工区）の状況

●貯蔵量 約 １２７．１万㎥

※運搬した除去土壌の重量から推計した容積(輸送量ベース)

（2022年3月31日時点）



（2022年３月末時点）

●貯蔵量 約 １２３．４万㎥
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土壌貯蔵施設等（大熊④工区）の状況

●貯蔵量 約 １２３．４万㎥

※運搬した除去土壌の重量から推計した容積(輸送量ベース)

（2022年3月31日時点）



（2022年３月末時点）

●貯蔵量 約 １６６．３万㎥
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土壌貯蔵施設等（大熊⑤工区）の状況

●貯蔵量 約 １６６．３万㎥

※運搬した除去土壌の重量から推計した容積(輸送量ベース)

（2022年3月31日時点）
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土壌貯蔵施設等（双葉①工区）の状況

●貯蔵量 約 ７５．９万㎥

※運搬した除去土壌の重量から推計した容積(輸送量ベース)

（2022年3月31日時点）
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土壌貯蔵施設等（双葉②工区）の状況

●貯蔵量 約 ９１．７万㎥

※運搬した除去土壌の重量から推計した容積(輸送量ベース)

（2022年3月31日時点）
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土壌貯蔵施設等（双葉③工区）の状況

●貯蔵量 約 ４５．５万㎥

※運搬した除去土壌の重量から推計した容積(輸送量ベース)

（2022年3月31日時点）
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廃棄物貯蔵施設の概要



37

廃棄物貯蔵施設（大熊１工区）の状況

●貯蔵量 ４，４４３個

※ばいじんを封入した鋼製角形容器の個数

（2022年3月31日時点）



（2022年３月末時点）
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廃棄物貯蔵施設（双葉１工区）の状況

●貯蔵量 ６，３４８個

※ばいじんを封入した鋼製角形容器の個数

（2022年3月31日時点）
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廃棄物貯蔵施設（双葉２工区）の状況
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3.中間貯蔵施設の整備等

（3）中間貯蔵施設の運営・管理について
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工事全般に係る安全対策について①
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工事全般に係る安全対策について②



JESCOによる工事発注・工事監督支援実績の推移
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工事発注支援 工事監督支援

出典：H26～R2 業務委託報告書より作成

○ 平成26年度に比べ、令和2年度は工事発注支援、工事監督支援ともに10倍以上
に増加。
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4.中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送

（1）輸送に関するこれまでの進捗
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パイロット（試験）輸送と保管場（ストックヤード）について
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各市町村のパイロット輸送の結果
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中間貯蔵施設に係る当面の輸送の状況

○中間貯蔵施設への搬入にあたって、安全を第一に、地域の理解を得ながら、輸送を実施する

○これまで約1,289万㎥の除去土壌等を中間貯蔵施設に輸送した（2022年3月末時点）
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中間貯蔵施設等への除去土壌等の搬入状況について（令和４年３月末時点）



各市町村からの輸送の進捗状況
（2022年）３月末時点
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福島県内各市町村から中間貯蔵施設への輸送状況
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福島県内各市町村から中間貯蔵施設への輸送状況
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福島県内各市町村から中間貯蔵施設への輸送状況
2022年３月末時点の実績
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4.中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送

（2）輸送工事における安全対策



⚫ 新任者研修
輸送車両の運転者及び受注者職員等を対象に、中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送に係る研修を実施。
2021年度は３月末までに７回実施。
＜主な内容＞
➢ 福島県警察本部から、県内の交通事情、高速道路での交通安全対策、事故時の対応等について講

義。
➢ 環境省から緊急時の対応に関するマニュアルの周知を行い、福島県警察本部、いわき市消防本部

等の指導の下、緊急時の迅速な通報・連絡訓練を実施。
⚫ 現任者研修

輸送に従事している全ての運転者が毎年度の再研修として受講。2021年度は３月末までに23回開催。
＜主な内容＞
➢ 中間貯蔵施設工事・輸送は地域の多大なご協力の下に実施される事業であることについて、

地元の方々から寄せられているご意見も含めて再説明。
➢ 中間貯蔵施設工事・輸送において発生している事故等の状況を説明。
➢ 自らの運転の自己評価や危険予知の気付きを促す教育を実施。

運転者等への教育・研修

新任者研修 現任者研修

輸送に係る交通安全対策について①
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⚫ 受注者において仮置場等ごとに安全等に関する周知会や勉強会を実施し、作業手順、輸送
ルートを確認。

⚫ 輸送ルートの事前走行を実施。
➢全運転手が輸送ルートを事前に実走して危険箇所や配慮事項等を相互に確認。
➢運転手の安全意識の底上げと、ルート逸脱防止を図る。

⚫ 速度超過に注意すべき箇所や交通量の多い箇所等において、輸送車両等の走行状況の確認を
実施。

輸送ルート・危険箇所事前周知、走行状況の現場確認（帰投時を含む）

輸送ルート・危険箇所事前周知 県道35号線確認 県道256号線確認

輸送に係る交通安全対策について②
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⚫ 運転手の安全意識とモチベーションの維持・向上のため、安全な輸送を100日以上行った
者に、受注者を通じて優良ドライバー認定証（ヘルメット及び車両ダッシュボードに掲
示）を交付。

⚫ 2022年２月末時点の交付人数は785名（100日以上200日未満：273名、 200日以上300日未
満：74名、300日以上：438名）。

銀：200日以上300日未満

金：300日以上

銅：100日以上200日未満

優良ドライバー認定証
（安全輸送の継続日数ごとに３種類）

認定証の交付

優良ドライバー表彰

輸送に係る交通安全対策について③
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総合管理システムによる輸送の監視の状況

⚫ 仮置場等から搬出する輸送対象物は、保
管容器ごとに一元的に全数管理をしてい
る。

輸送対象物の全数管理

⚫ ＧＰＳ等を活用し、輸送車両の位置情報
等をリアルタイムに把握。

⚫ 交通状況等に応じて、時間調整・ルート
変更等の指示を行う。

輸送車両の運行管理

56

輸送に係る交通安全対策について④
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4.中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送

（3）短期間かつ円滑な輸送のために
実施した取組



出典：https://www.env.go.jp/chemi/rhm/h29kisoshiryo/h29kiso-09-02-03.html

輸送総合管理システムの概要①
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輸送総合管理システムの概要②
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輸送対象物の全数管理機能の概要
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輸送車両の管理機能の概要
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輸送車両の事故発生時の緊急連絡対応（連絡・指示系統図）
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事故車両以外の輸送車両への対応（連絡・指示系統図）
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交通規制等（一般車事故・自然災害・渋滞等）発生時の緊急対応（連絡・指示系統図）
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輸送ルートと道路交通対策（大熊町）
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輸送ルートと道路交通対策（双葉町）
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輸送ルート上の道路交通対策（休憩施設の確保、舗装強化）

輸送車両が集中する中間貯蔵施設周辺にお
ける延長54km程度の舗装厚を改良
（2020年２月末完成時点）。

輸送の安全性等を確認するため、以下の道路交通対策を実施。
①高速道路上の三春PA、差塩PA、ならはPAに加え、差塩PAの輸送車両専用駐車スペースの増設（76台)
②輸送車両が集中する中間貯蔵施設の周辺道路の舗装を強化する舗装厚改良を実施。

舗装厚改良工事後の
道路の様子（県道251号）

舗装厚改良工事後の
道路の様子（町道下

条・細谷線）

① ②

差塩PAの様子

中間貯
蔵施設



○ 特定の時期・時間帯への輸送車両の集中防止→輸送車両を分散させることによる平準化を実施。
・期待される効果：輸送車両による一般交通への影響軽減（混雑及び著しい速度低下の防止）。
・平準化を実施するとともに、引き続き交通状況を注視しながら輸送を実施。
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常磐自動車道は
11時台、12時台
に輸送車両が集
中

結果、車両が集中する

11時台＋12時台
の輸送車両割合が
1月：約52%
↓
11月：約44%
に分散

輸送車両の積込場の
出発時間を調整し、
11時～15時台に分散

＜2019年1月（1ヶ月間）の輸送実施日における交通状
況＞

常磐自動車道 広野IC～常磐富岡IC間(下り)

平均速度
(km/時)

平均交通量
(台/時)

＜2019年11月（1ヶ月間）の輸送実施日における交通状
況＞

○2019年1月 当該区間輸送車両台数410台
○11時台～15時台の輸送車両台数

○2019年11月 当該区間輸送車両台数759台
○11時台～15時台の輸送車両台数

117台 93台 58台 53台 11台

174台161台122台 76台 58台

※データ集計の条件
○速度データ(NEXCO東日本トラカンデータ)
・2019年1月、11月の輸送を実施していない日曜、祝日を控除
○一般車両(NEXCO東日本トラカンデータ)
・2019年1月、11月の輸送を実施していない日曜、祝日を控除
・2019年1月、11月の1日当たりの平均輸送車両台数を控除
○輸送車両(環境省実走行データ)
・2019年1月、11月の1日当たりの平均輸送車両台数

(117台+93台)/410台

(174台+161台)/759台

輸送路における混雑対策（輸送車両の分散）
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総合管理システムによる輸送の監視の状況

輸送車両は、ペースカー（※）として、関係法規
を遵守し安全第一で運転を心がけています。

※ペースカーとは、福島県警察高速道路交通警察隊等
が推進する「模範運転宣言車」です。

一般車が輸送車両を追い抜けるよう、十分な
車間距離をとり、円滑な走行を目指します。

69

輸送路における混雑対策（ペースカー等）
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4.中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送

（4）これまでの輸送車両に係る
事故報告一覧
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これまでの輸送車両に係る事故報告一覧

◆2016年度以降の延べ輸送車両一万台あたりの事故等の件数の推移
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4.中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送

（5）輸送の広報



総合管理システムによる輸送の監視の状況

高速道路における情報発信

• 除去土壌等の輸送実施についてのチラシやポスターを、県内外の高速道路のSAやPAに
配置し、輸送のルートや安全対策等について周知している。

• 一般の高速道路利用者に、除去土壌等の輸送車両の通行を周知し理解を深めてもらう
ため、常磐自動車道と交差する跨道橋に横断幕を設置（2018年７月18日～）

SA/PAにおける情報発信（輸送実施のポスター掲示）

（設置している横断幕のイメージ）

設置箇所の例：北向橋（大熊町）

跨道橋における情報発信

73

輸送の広報①



輸送の手法、進捗、取組について以下の手段を通じて福島県民、道路利用者等に
お知らせしています。

輸送の動画 ホームページ
輸送車両の走行状況

輸送のパンフレット 輸送進捗記者発表

74

輸送の広報②
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5.除去土壌等の減容・再生利用
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中間貯蔵開始後30年以内の県外最終処分について



中間貯蔵除去土壌等の減容・再生利用技術開発戦略

77



公募実証事業の実績

78

事業数
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除去土壌等の輸送や中間貯蔵

等の関連技術

除去土壌等の中間貯蔵等の関

連技術

除去土壌等の減容・再生利用

等技術

中間貯蔵施設事業等に対する

理解醸成

○ 中間貯蔵開始後30年以内の最終処分を見据えた除去土壌等の減容・ 再生利用
等に活用し得る実用的、実務的な技術について実証試験が進めらている。

○ 毎年、9事業程度が採択されている。

出典： JESCOホームページ（https://www.jesconet.co.jp/interim/information/josenjissho.html）より作成。



公募実証事業リスト①
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実証テーマ名 所属機関名
除去土壌の土質判別システムの開発 株式会社大林組
アルカリ洗浄による粘土鉱物溶解および分級による除染土壌の減容化 大成建設株式会社
除染土壌等に対する異物除去技術の開発 JFE エンジニアリング株式会社
溶融技術による分級後細粒土壌の高度減容化処理に関するプラント実証評価 クボタ環境サービス株式会社
金属イオン含有亜臨界水による土壌分級物中のセシウムの高速イオン交換回収
と高減容ガラス固化

国立大学法人　東京工業大学

連続式土壌濃度測定分別装置を用いた土壌分別および分別しやすい土壌改質の
実証

株式会社安藤・間

洗浄分級で発生する高含水比粘性土の減容化と脱水ケーキの人工砕石としての
再利用

りんかい日産建設株式会社

除染土壌等の輸送路上に存在する「通信不感区域」に係る対策技術の実証 NTT コミュニケーションズ株式会社
中間貯蔵施設における自動搬送実証 日立造船株式会社
放射性物質を含む焼却残渣の再生利用を想定したセシウム分離促進剤添加焼却
技術の実証

日立造船株式会社

泡浮遊選鉱による汚染土壌の浄化 株式会社AREVA ATOX D&D SOLUTIONS
磁気分離・マイクロバブル浮選を用いた放射性Ｃｓ含有細粒分の分離による減
容技術の検証

鹿島建設株式会社

除染土を布型枠内に固形化し再利用製品の製作技術の実証 西松建設株式会社
ジオポリマー法による汚染材のコンクリート系遮蔽材等への有効活用法の実証 大成建設株式会社
除染土壌の建設資材化のための品質調整システム技術実証 株式会社大林組
焼却灰の放射性セシウム溶出抑制としての粘性土（除染土壌）の活用 りんかい日産建設株式会社
空気中を浮遊する放射性セシウムの早期検知技術の確立 東芝電力放射線テクノサービス株式会社
汚染土の飛翔粉塵拡散分布の可視化モニタリングシステムの提案 国立大学法人 千葉大学
粘土質を大量に含んだ汚染土壌の減容化技術の実証 早稲田大学
熱処理エネルギー縮減のための分級処理濃縮物のブリケット化 りんかい日産建設株式会社
中間貯蔵施設事業の輸送路における安全対策のための路面下空洞調査の実施 アジア航測株式会社
次世代を担う人材への除去土壌等の管理・減容化・再生利用等の理解醸成 公益財団法人 原子力安全研究協会
除去土壌の再生利用等に関わる理解醸成のための課題解決型アプローチの実践 福島工業高等専門学校

H28

H29

H30



公募実証事業リスト②

80

実証テーマ名 所属機関名
次世代を担う人材への除去土壌等の管理・減容化・再生利用等の理解醸成 公益財団法人原子力安全研究協会
除去土壌の再生利用等に関わる理解醸成のための課題解決型アプローチの実践Ⅱ 独立行政法人国立高等専門学校機構福島工業

高等専門学校
ばいじん等からのCs 分離回収とその安定化技術の実証 日立造船株式会社
汚染土壌分級物から回収されたCs の高減容・安定固定化 国立大学法人東京工業大学
除去土壌中の放射性Cs 含有粘土の分離性向上を目指した物理的解泥技術の実証 鹿島建設株式会社
最終処分に向けた高圧脱水ブロックによる焼却灰の減容化と放射性セシウムの安定
化

国立大学法人九州大学

膨潤抑制剤添加処理により除去土壌の再利用を効率化する技術 株式会社奥村組
次世代を担う人材への除去土壌等の管理・減容化・再生利用等の理解醸成 公益財団法人原子力安全研究協会
除去土壌の再生利用等に関わる理解醸成のための課題解決型アプローチの実践Ⅲ 独立行政法人国立高等専門学校機構福島工業

高等専門学校
膨潤抑制剤添加処理により除去土壌の再利用を効率化する技術 株式会社奥村組
溶融スラグの再生利用等技術の実証 株式会社大林組
溶融スラグ及び洗浄飛灰を用いた高圧脱水ブロック製作による再生利用 国立大学法人九州大学
酸化グラフェンを利用した溶融飛灰洗浄水の減容化に関する研究 株式会社三菱総合研究所
飛灰洗浄水中の放射性Cs 安定固化のためのインドラム式ガラス固化技術の開発 国立大学法人東京工業大学
微粉砕土壌をジオポリマーの固化材料として利用する技術 大成建設株式会社
ドローンによる広域多点撮影とAI 技術による中間貯蔵施設維持管理業務の高度化・
効率化

株式会社東日本計算センター

中間貯蔵施設の維持管理におけるＵＡＶ（ドローン）を用いた点検・監視の効率化手
法実証

アジア航測株式会社

H31/R1

R2
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技術実証施設の状況
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飯館村における再生利用実証事業の概要
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長泥地区現地見学会のアンケート結果について
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南相馬市東部仮置場における再生利用実証事業

⚫ 南相馬市において、再生資材化の方法や再生資材を用いて施工した盛土の安全性等を確認するため、東部仮置場内に保管されている市
内小高区東部の除染で発生した土壌を用いて、再生資材化実証試験及び試験盛土を施工しました。

⚫ 本実証事業において、盛土の施工前後で空間線量率等の大きな変動は見られず、盛土の浸透水の放射性セシウムは検出下限値未満であ
り、安全性が確認されています。



飛灰洗浄技術・安定化技術実証試験について

85



86

再生利用・県外最終処分に関する理解醸成



除去土壌の再生利用等に関する「対話フォーラム」の開催
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除去土壌の再生利用等に関する「対話フォーラム」の開催
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福島県内除去土壌を用いた鉢植え・プランターの設置
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6.情報発信・リスクコミュニケーション



広報・普及活動

91



中間貯蔵工事情報センターについて
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中間貯蔵工事情報センター 来館者数（月別）

93

来館者数（人）
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9,813

出典： R1～R2 JESCO業務報告書より作成

○ 中間貯蔵施設工事（特に除去土壌等の輸送や施設整備工事）について、その
概要、工事の進捗状況、安全への取組等を紹介が行われている。

○ 来館者数の累計は9,813人（令和3年2月28日現在）に達している。

累計（人）



中間貯蔵施設一般見学会参加者状況（推移）

94
出典：R1～R2 JESCO業務報告書より作成

○ 近年では毎回、募集定員の20 名を超える申し込みあり。

○ このため、当初予定していた午後に加え午前にも見学会を実施して、申込者
全員が見学できるように変更された。

○ 民間企業・団体からの参加が多くなっているが、個人（家族・友人）や行政
関係からの参加もみられる。
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